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１ 計画の策定経過 

 

 本計画は、平成２１年度に基礎調査を実施して、ごみの排出実態の基礎的情報を把握し、平成２２

年度計画内容の検討を進めた。 

 本計画の策定にあたっては、環境部内実務担当者によりワーキンググループを組織し、９度の会議

を開催することにより、計画の立案作業を行った。また市の計画として位置づけするために大津市廃

棄物等処理対策本部設置規則により「大津市廃棄物処理等対策本部員会議」において審議した。 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化

に関する条例」に基づく「大津市廃棄物減量等推進審議会」に諮問、４度の審議会を開催し、審議い

ただいた後、答申を得た。 

 

 

２ 審議（検討）経過 

 

日　　程 会議の名称 内　　　容

平成22年3月23日 大津市廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定について諮問

平成22年6月30日
ワーキンググループ
（第１回）

議長選出
今後の作業日程
計画策定の必要性及び実施計画等関連計画との関係

平成22年7月28日
ワーキンググループ
（第２回）

基本フレーム検討（ごみ量予測等）

平成22年8月25日
ワーキンググループ
（第３回）

基本フレーム検討（ごみ量予測再検討）
ごみ減量化目標及び施策の検討

平成22年9月29日
ワーキンググループ
（第４回）

ごみ減量化目標及び施策の検討

平成22年10月27日
ワーキンググループ
（第５回）

ごみ減量化施策の整理について
計画骨子案について

平成22年11月24日
ワーキンググループ
（第６回）

計画骨子案について

平成22年11月30日
大津市廃棄物等処理対策本部
本部員会議・幹事会議合同会議

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画骨子案について

平成22年12月15日
ワーキンググループ
（第７回）

計画骨子案について

平成22年12月17日 大津市廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）について

平成23年1月19日
ワーキンググループ
（第８回）

基本計画素案について

平成23年1月24日 大津市廃棄物減量等推進審議会
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画素案について
パブリックコメントについて

平成23年2月1日～
　平成23年2月21日

計画素案によるパブリックコメント実施

平成23年3月9日
ワーキンググループ
（第９回）

パブリックコメント実施結果について

平成23年3月15日 大津市廃棄物減量等推進審議会
パブリックコメント実施結果について
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について

平成23年3月29日 答　　申
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３ 諮問 

 

 

                                            大 環 廃 第４２２号 

平成２２年 ３月２３日 

 

大津市廃棄物減量等推進審議会 

  会 長  樋 口  能 士 様 

 

大津市長  目   信 

 

大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例第１７条第２項の規

定に基づき、下記の事項について諮問します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

    一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定について 

 

 ２ 諮問理由 

     「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条において、「市町村は、当該区域全域につい

て、地方自治法第２条第４項の基本構想に即して一般廃棄物処理計画を定めなければならな

い。」と規定されております。 

       大津市では、平成１８年３月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 大津～ＨＥＲＡＴプラ

ン（後期計画）」を策定し、本市におけるごみ処理に関する方向性を示してきました。現計画

の計画目標年次は平成２２年度であり計画の更新時期に来ていることから、このたび平成２３

年度から平成３２年度の１０年間を計画期間とする新たな基本計画を策定することとしまし

た。 

計画策定にあたっては、現計画策定後の地球温暖化問題の進展やごみ減量施策の推進に伴う

住民意識の変化などを踏まえ、ごみ減量化の目標数値等を見直す必要があります。また、ごみ

の減量や資源化率の推移など計画の進捗状況については積極的に情報開示を進めるとともに、

情報を市民と共有し、市民、事業者、行政の３者がパートナーシップをもって取り組んでいく

もの、と考えております。 

つきましては、計画策定にあたり大津市廃棄物減量等推進審議会においてご審議賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

写 
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４ 答申 

平成 23年 3月 29日 

大津市長 目  信 様 

 

大津市廃棄物減量等推進審議会 

会 長 樋口 能士 

 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について（答申） 

 

平成２２年３月２３日付け大環廃第４２２号にて諮問のありました標記の事項について答申します。 

本計画の推進にあたっては、市民や事業者と協働し、積極的な施策の展開を図られるよう要望いた

します。 

 

答申にあたって 

 平成２２年３月２３日付け大環廃第４２２号にて諮問のありました「一般廃棄物（ごみ）処理基本

計画の策定について」の事項について、当審議会で審議いたしましたので、ここに答申いたします。 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、一

般廃棄物の処理責任を負う市町村が、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保するための基本

となる計画です。市町村は、その区域内における一般廃棄物の抑制に関し、適切に普及啓発や情報提

供、環境教育等を行うことにより住民の自主的な取組を促進するとともに、一般廃棄物の適正な循環

的利用に努めていく責務を有しています。 

 こうした考え方を踏まえ、一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策においては、まず

できる限り廃棄物の排出を抑制し、次に廃棄物となったものについては、再使用、再生利用といった

順にできる限り循環的な利用を行い、こうした排出抑制及び循環的利用の上、さらに適正な循環的利

用が行われないものについては、適正な処分を確保することを計画の基本としています。 

 市民、事業者、専門家等で構成された当審議会では、いただきました諮問を受け、これまで真摯に

検討して参りました。 

審議会での議論の結果、行動計画の実施主体を明確にする、本計画書で用いる用語の定義やごみ処

理のイメージフローを挿入しわかりやすい記述に努める、重点取組事項を明記する、など、当初の計

画書（案）に対する様々な意見を集約しました。さらに、先日、市が実施されましたパブリックコメ

ントによる意見聴取の結果も踏まえて計画書（案）を加筆修正し、本日ここに、答申とともに計画書

をお返しする次第です。 

 計画の推進にあたっては、減量化の目標を明確にし、減量化に向けた行政としての強い姿勢を打

ち出すとともに、その進捗については広く情報提供を進めていくことで、市民や事業者と目標を共有

していくことを要望します。本計画の数値は、現時点での推計であることから、計画期間の中間年度

では見直しを行ない、さらに計画策定の諸条件に大きな変動があった場合には弾力的に適宜見直しを

行うなど、実効性を保持していくよう努めて下さい。 

本計画を行政だけでなく市民、事業者が一体となって着実に進めることで、Reduce（発生抑制），

Reuse（再使用），Recycle（再生利用）の３R が推進され、循環型社会の構築により、持続可能なま

ちの創造につながることを切望するものです。 

案 
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５ 委員等名簿（敬称略、順不動） 

（１）大津市廃棄物減量等推進審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大津市廃棄物等処理対策本部本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部　局 役　職 氏　名

本部長 副市長 井上　　俊生

副本部長 環境部 環境部長 苅和　　良昭

政策調整部 政策調整部長 奥村　　節子

総務部 総務部長 北川　　義治

市民部 市民部長 増田　　智子

福祉子ども部 福祉子ども部長 川端　　豊

健康保険部 健康保険部長 茂呂　　治

産業観光部 産業観光部長 村田　　省三

都市計画部 都市計画部長 寺田　　智次

建設部 建設部長 拾井　　道夫

教育委員会 教育部長 西田　　一

企業局 企業局長 傍島　　公男

消防局 消防局長 田中　　賢治

農業委員会事務局 事務局長 中野　　茂

産業廃棄物処理公社事務局 事務局長 辻　　　辰巳

事務局長 環境部 不法投棄対策課長 廣瀬　　敬司

本部員

区　　分 氏　名 所　　　　属 備　考

樋口　　能士 立命館大学准教授 会　長

金谷　　健 滋賀県立大学教授 副会長

占部　　武生 龍谷大学教授

奥村　　利樹 ごみ減量と資源再利用推進会議

後藤　　佳子 ごみ減量と資源再利用推進会議

金子　　みすず ごみ減量と資源再利用推進会議

藤田　　茂彦 大津市自治連合会

青原　　みどり 大津市地域女性団体連合会

河本　　満津秀 （社）大津青年会議所

山本　　伊三郎
小学校長会　仰木小学校長
（くらしとごみ編集委員長）

三上　　征次 大津商工会議所

山口　　竹治郎 （社）大津市商店街連盟

西塚　　哲夫 株式会社平和堂総務部環境推進室

金田　　宏治 大津市再生資源回収事業協同組合

上田　　正博 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課長 平成22年4月1日～

藤川　　剛 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課長 ～平成22年3月31日

４号
関係行政機関

職員

※「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定について」の諮問をした平成22年3月23日以降について記載している。

１号
学識経験者

２号
有識市民

３号
事業団体推薦者
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（３）大津市廃棄物等処理対策本部幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部　局 役　職 氏　名

代表幹事 環境部 政策監 川上　　建司

政策調整部 企画調整課長 日比　　均

総務課長 北村　　善隆

財政課長 杉江　　達秀

管財課長 比良岡　昭七郎

危機・防災対策課長 大西　　充

市民部 自治振興課長 中島　　隆

福祉子ども部 福祉政策課長 皆川　　宏司

健康保険部 健康長寿課長 平石　　誠二

健康保険部保健所 保健総務課長 伊藤　　和昭

産業政策課長 青山　　與志信

田園づくり振興課長 寺西　　克博

農林水産課長 福井　　英夫

都市計画課長 若森　　俊作

公園緑地課長 松井　　繁夫

住宅課長 中塚　　辰治

開発調整課長 松井　　文治

建築指導課長 中嶋　　渉

交通・建設監理課長 神山　　雅利

路政課長 西村　　芳夫

道路管理課長 岩波　　末彦

河川課長 山田　　日出雄

環境政策課長 大西　　政章

産業廃棄物対策課長 大橋　　賢隆

施設整備課長 山田　　純也

廃棄物減量推進課長 橋本　　光太郎

教育総務課長 井上　　善治

文化財保護課長 須崎　　雪博

企業局 企業総務課長 山口　　尚志

消防総務課長 丸山　　忠司

予防課長 小沢　　靖

農業委員会事務局 事務局次長 佛性　　由富

総務部

産業観光部

都市計画部

幹　事

建設部

環境部

教育委員会

消防局
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（４）ワーキンググループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 関係法令等（抜粋） 

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第５条の７ 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、

廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。  

２ 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。 

 

（一般廃棄物処理計画）  

第６条  市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処

理計画」という。）を定めなければならない。  

２  一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄

物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み  

二  一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項  

三  分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分  

四  一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項  

五  一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項  

六  その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項  

３  市町村は、地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第２条第４項 の基本構想に即して、一

般廃棄物処理計画を定めるものとする。  

所　属 役　職 氏　名

議　長 廃棄物減量推進課 課長補佐 山口　公平

環境政策課 副参事 小田　将勝

副参事 安孫子　昌冶

副参事 野　有仁

産業廃棄物対策課 副参事 原田　浩二

不法投棄対策課 副参事 橋本　考司

参事 小林　斉

主査 山本　広

次長 竹内　誠人

主幹 小島　浩

北部クリーンセンター 副参事 佐藤　良一

副参事 白川　武史

主査 川端　雅彦

主事 中島　裕一

技師 荒木　幹昌

事務局

委　員

廃棄物減量推進課

施設整備課

環境美化センター

廃棄物減量推進課
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４  市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄

物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければ

ならない。  

５  市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。  

 

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

（一般廃棄物処理計画）  

第１条の３  法第６条第１項 に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する

基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業につい

て定める実施計画により、同条第２項 各号に掲げる事項を定めるものとする。  

 

（３）大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例 

（大津市廃棄物減量等推進審議会） 

第１７条 法第５条の７の規定により、一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する事項

を審議するため、大津市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に

応じて審議し答申する。 

３ 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 市民のうち一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関し識見を有する者 

（３） 事業者団体の推薦する者 

（４） 関係行政機関の職員 

５ 委員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

６ 前各項に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（４）大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する規則 

（大津市廃棄物減量等推進審議会） 

第３条 大津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、会長は委員の互

選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
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４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くこ

とができる。 

 

（５）大津市廃棄物等処理対策本部設置規則 

（設置） 

第１条 市内の家庭、事業所等から排出される廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）及び土砂等（大

津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成１７年条例第９０号）第２条第２

号に規定する土砂等をいう。以下同じ。）の適正処理に関する施策を総合的に推進するため、

本市に大津市廃棄物等処理対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 廃棄物の処理に係る基本計画及び実施計画の策定に関すること。 

（２） 大津市総合計画基本構想等関係する諸計画との調整に関すること。 

（３） 市民及び事業者に対する廃棄物の処理に係る啓発のうち重要な事項に関すること。 

（４） 廃棄物及び土砂等の処理に係る行政処分のうち重要な事項に関すること。 

（５） 廃棄物及び土砂等の不適正処理の是正に関する調査及び実施計画に関すること。 

（６） 廃棄物及び土砂等の不適正処理の防止に関すること。 

（７） その他廃棄物及び土砂等の適正処理の推進について必要な事項に関すること。 

 

 


